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市内（南部地域等）から転居の場合 

市内の南部地域等（対象地域）から転居の場合は、

①新築住宅取得支援（100万円）
②既存住宅改修支援（実際にかかった費用の 1/3 を上限に、最大 100万円）
※①または②のいずれかが対象です。

支 援 対 象

〇別世帯の 39歳以下の 2人が婚姻等を機に、対象地域内で
　家を購入または改修し、同世帯となり定住する場合

〇中学生以下のこどもがいるひとり親
　の世帯が別世帯の人と家を購入また
　は改修し、同世帯となり、定住する
　場合

〇3人以上の世帯の内 2人（39歳
　以下）が、婚姻等を機に、対象地
　域内で家を購入または改修し、同
　世帯となり定住する場合

×世帯が変わらず、対象地域内に
　 転居する場合

〇対象地域内に住んでいる 1人世帯
　の人が別世帯の人（共に 39歳以
　下）と婚姻等を機に同世帯となり、
　家を改修した場合

どんな場合が対象？

対象外×

定住対象の南部地域等
①南横山小学校区（父鬼町、大野町）
②横山小学校区（北田中町、仏並町、坪井町、小野田町、
　九鬼町、岡町、福瀬町、善正町、下宮町、南面利町、槇尾山町）
③次の町のうちで市街化調整区域に該当する地域
　（松尾寺町、春木町、久井町、若樫町、春木川町）


